
 - 47 - 

IXIXIXIX．．．．小節線小節線小節線小節線とととと繰繰繰繰りりりり返返返返しししし    

（表９） 

 

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．小節線小節線小節線小節線    

 

表９Ａの記号 

  (マス空け) 小節線 

      特別な用途のための点字の小節線 

      点線で書かれた小節線 

      曲の終わりの複縦線 

    小節の終わりや段落の終わりの複縦線 

 

９－１ 

  小節線として１マス空ける以外に、点字の小節線  も使われる。この記

号を使う場合には、前後を１マスあける。 

例１７－１４（ｂ）ではギター音楽に使われているのを例証し、例１２－３３

では理論のテキストブックに使われているのを例証している。 

 

９－２ 

  墨字の小節線が、実線であるべき位置に点線または破線で記されている場

合には、例１３－５のように 1・3の点が使われる。 

 

９－３ 

  複縦線の後に来る最初の音には通常、音列記号をつける。 

 

９－４ 

  複縦線の後に同じ小節が続く場合は、複縦線の後に音楽のハイフン（訳注：

5の点）を付ける。 

 例９－４ 
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Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．    墨字譜墨字譜墨字譜墨字譜のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし    

 

表９Ｂの記号 

     複縦線の後に点のあるもの；リピートの始まり   

     複縦線の前に点のあるもの；リピートの終わり 

       １回目と２回目の終わり（回数） 

（訳注：１番かっこ・２番かっこなど） 

            

     墨字のセーニョ記号          

      墨字のコーダ記号 

 

９－５ 

  墨字での繰り返しの終わりを示す点のついた複縦線の記号は、それがつい

ている小節の後に、マス空けせずに記す。この記号が、同じ点訳行の小節の途

中にある場合には、記号の後に音楽のハイフンを付け、１マス空ける。 

 

９－６ 

  墨字でのリピートの開始記号と、番号のついた終わりの記号は、マス空け

なしで、繰り返される部分の前に記す。 

 

９－７ 

  番号のついた終わりの記号が追加されたり、あまり一般的ではない番号が

あった場合には、墨字通りに点訳する。 

  

例９－７ 
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９－８ 

  上述の諸記号の後に来る最初の音には、音列記号が必要であり、１番かっ

こ、２番かっこの記号の次に、1・2・3の点のいずれかがある場合には、3の点

をつける。 

 

９－９ 

  墨字のセーニョやコーダの記号は、それが墨字に出てくる場所に記し、前

後を１マス空ける。 例外として、コーダ記号の前はマス空けをするが、後は

マス空けしない国もある。 

 

９－１０ 

  墨字に“D.S.”や“a la Coda”のような言葉がある場合には、書かれてい

る通りに正確に点訳しなければならない。 

 

９－１１ 

  例９－１１は、この種の楽譜によくあるようなセーニョ記号が、複縦線と

共に出てくる順序を示す、典型的な例である。 

 例９－１１ 

       

   

     

 

９－１２  

  セーニョのついた楽句の次の音には、音列記号が必要であり、その先まで

続く連続がある場合は、記し直さなければならない。 

 

９－１３ 

  点字においては、セーニョ記号は繰り返しの一つの方法として、用いるこ

とが出来る。９－４７節を見よ。 

 

 

C.C.C.C.    点字譜点字譜点字譜点字譜のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし    

 

９－１４ 

  点字楽譜とそれに対応する墨字楽譜の主な違いは、墨字楽譜にはない繰り

返し記号の導入である。適切に繰り返しを使うなら、楽譜を読み易くし、記憶

する事を助け，スペースを節約する事が出来る。 
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表９Ｃの記号 

                １小節全部、又は小節の一部分の繰り返し 

                異なる音価での繰り返しの区別、例えば  など 

              第５音列（又は他の音列）での繰り返し 

             ４回（又はその他の回数）の繰り返し 

              カデンツァや拍子のない音楽での繰り返しの始め 

          数小節もどって数小節繰り返す 

          最後の４（又は他の数の）小節の繰り返し 

                    最後の４（又は他の数の）小節の繰り返し 

    特定の小節の繰り返し 

      番号の付いたセクション内の特定の小節の繰り返し 

           （すなわち、セクション２の９～１６小節の繰り返し） 

 

 

１１１１．．．．小節小節小節小節のののの一部分一部分一部分一部分のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし    

    

９－１５  

  この  記号は、１小節内の繰り返しを示す場合に使われる。この記号は

その直前のものに適用される。音楽の知識と適切な判断を習得して使う必要が

ある。 

 

９－１６ 

  例９－１７では、この繰り返し記号は音楽の拍に従って、単音や和音に使

われている。 

 

９－１７ 

  小節の一部分の繰り返しは、小節の最初の拍や、点訳行の最初の拍に使う

べきではない。（この例において、４小節目の最初の拍が３小節目の最後の拍と

全く同じであっても、繰り返し記号を使うことは出来ない） 
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 例９－１７ 

              

     

    

 

上記点訳の意味： 

  

  

 

 

       

 
 

９－１８ 

  繰り返しは、きわめて明白で単純な場合のほかは、拍に逆らってはならな

い。上の例の第３小節では、もしこの２つの繰り返しが第１拍目の後半から始

まってたとすれば、適切とはいえない。しかし、次の例は、正規で音楽的であ

る。 

  

例９－１８ 

              

   

     

     

 

９－１９ 

  続いて記されている２つ以上の繰り返しは、同じ音価を持っている。 

異なる長さのものを繰り返したい場合には、3の点で分ける必要がある。 

 

 例９－１９ 
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 上記点訳の意味： 

            

     

   

    

 

９－２０ 

  例９－１９について、１つの小節内で次のような繰り返しの書き方を使っ

ている国もあるし、この書き方を小節全部の繰り返しのために使っている国も

ある。 

 例９－２０ 

             

    

     

 

９－２１ 

  小節の一部の繰り返しにおけるスラーの使用には、注意が必要である。 

次のいくつかの例を、注意深く研究すべきである。 

 

９－２２ 

  次の例では、小節の一部の繰り返しを第２拍と第４拍に使ってしまうと、

読み手にスラーについての不正確な情報を与えてしまう。 

 例９－２２ 

    

      

 

９－２３ 

  次のようにスラーがついている場合には、繰り返しを使うことが出来る。 

 例９－２３ 
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９－２４ 

  長いスラーは２種類ある。繰り返しが明確になるように注意しなければな

らない。 

 例９－２４ 

(a)                  

  

 

    (b)                 

    

           

 

９－２５ 

  次の２例は正しい。 

 例９－２５ 

  (a) 

             

     

        

  (b) 

                          

    

    

 

 

９－２６ 

  繰り返しには、楽句の最後の音や和音に付いたタイは含まれないため、タ

イ記号を付け加えなければならない。 

タイ記号を小節の終わりには付けない国もある。特に、次の小節が行頭に置か

れていたり、部分けによってもとの繰り返しと離れている場合には、タイ記号

は次の小節の最初の音の前に付けられる。 

それ以外の国々では、例９－３５のように、タイは小節の終わりに付ける。 
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 例９－２６ 

             

   

    

   

 

９－２７ 

  小節の一部分の繰り返し記号は、元の部分と異なる音列での楽句の繰り返

しにも使われる。繰り返される楽句の一部の音符が異なる音列内にあっても、

その楽句の初めの音列記号が使われる。この音列記号は、繰り返し記号の直前

に記す。 

 例９－２７ 

            

    

   

 

９－２８ 

  繰り返しと共に使われる音程などの連続には、注意しなければならない。 

 例９－２８ 

             

    

   

 

９－２９ 

  連続が繰り返しの後まで続く場合、繰り返しを通して連続を続けることが

できる。例９－２８においては、連続は繰り返しと共に終わっているので、点

字では、連続は繰り返し記号の前で終わっている。 

 

９－３０ 

  発想記号やその他の記号がついている場合にも、注意しなければならない。 
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次の例の 2拍目は、繰り返し記号で記してはならない。 

 例９－３０ 

           

    

    
 

９－３１ 

  小節の一部分に指使いが記されていて、まったく同じ繰り返しが指使いな

しですぐ続いている場合には、繰り返し記号を使うことが出来る。 

 例９－３１ 

    

    

 

９－３２ 

  カデンツァや拍のない音楽での楽句の繰り返しは、 の記号を使うこと

によって可能になる。この記号は、繰り返す楽句の最初の音の前に記す。 

この記号は、実際には繰り返し記号ではない。これは、繰り返す部分の始まり

を確認するために使われている。例９－３２の付点 2 分音符の和音は、次の小

節にタイで結ばれている。 

 例９－３２ 

            

   

     

     

   

 

  上記点訳の意味： 
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２２２２．．．．小節全部小節全部小節全部小節全部のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし    

 

９－３３ 

  の記号は、小節全部の繰り返しにも使われる。この場合、前後に 1 マス

空ける。小節全部の繰り返しが使われる場合、小節一部分の繰り返しの規則が、

おおむね適用される。次のいくつかの例が、主な点を例証している。 

 

９－３４ 

  例９－３４では、長いスラーの両方の形が示されている。 

 例９－３４ 

  (a) 

       

 

    (b) 

       

 

  上記点訳の意味： 

     

    

    

 
 

９－３５ 

  タイのついた単音や和音の繰り返しを、下に例証する。この例証では、小

節を超えた弧線のついた始めの音には、音列記号をつけても付けなくても良い。

本書全体を通じて、異なる書式も例証されている。 
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 例９－３５ 

              

      

        

   

 

  上記点訳の意味： 

             

   

      

     

   

    

 

 

 

９－３６ 

  小節が３回以上繰り返される場合には、繰り返し記号の後に数符を付けた

数を、マス空けせずに記す。数符の後に来る初めの音には、通常、音列記号を

付ける。 

 例９－３６ 

  (a) 

     

   

  上記点訳の意味： 

           

      

   

     

 

 

(b)                  
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  上記点訳の意味： 

             

      

     

    

 

 

９－３７ 

  部分けしている小節の繰り返しは、その繰り返しが同じ声部にあるならば

使ってよい。 

 例９－３７ 

            

    

    

     

 

 

９－３８ 

  １小節以上の繰り返しをする他の方法として、前後にマス空けをして２つ

の数字を記す方法がある。初めの数字は何小節戻るかを示し、２番目の数字は

戻った小節から何小節を繰り返すかを示す。 

 

９－３９ 

  この２つの数字が同じ場合には、1つしか記さない国もある。しかし、その

曲の拍子記号が１つの数字からなっている場合には、拍子記号が変わったと考

えられないように、繰り返しには１つの数字よりも、２つ同じ数字を記すこと

を薦める 

 

９－４０ 

  このタイプの繰り返しの後に来る最初の音符には、音列記号が必要である。 

 例９－４０ 
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９－４１ 

  フレージングが完全に明確ならば、この繰り返しをスラーと一緒に使うこ

とが出来る。 

 例９－４１ 

  (a)            

     

   

 

  (b) 

      

 

  上記点訳の意味： 

             

     

   

     

 
 

 

９－４２ 

  点字または墨字の小節に番号がつけられている場合には、これらの番号を

繰り返しのために効果的に使うことが出来る。繰り返す楽句の初めと最後の小

節番号の前に数符をつけ、間にハイフンを入れ、次のように記す。 

                    

 

９－４３ 

  数符をつけた繰り返しの後に来る最初の音には、音列記号が必要である。 
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９－４４ 

  曲の途中で、数小節がオクターブ高く、又は低く繰り返されている場合に

は、その繰り返しが始まる高さの音列記号を前につけて、この繰り返しを示す

数字を記す。 

                       

 

９－４５ 

  同様に、異なる発想記号のもとに数小節が繰り返されている場合には、繰

り返しを指示する数字の前に、強弱変化を指示する記号を付ける。 

複縦線や点のついた複縦線も又、様々なタイプの繰り返しに付け加えることが

出来る。 

                    

 

９－４６ 

  セクションに分けて書かれている楽譜の中での一般的な繰り返しの書き方

は、セクション番号にすぐ続けて、下がり数字で小節番号を記す事である。 

この例は、点字での第２セクションの９～１２小節を繰り返す事を示している。 

                       

 

 

３３３３．．．．点字点字点字点字ののののセーニョセーニョセーニョセーニョ    

 

表９Cの更なる記号 

     点字のセーニョ A（または Bなど） 

    セーニョ A（または Bなど）ヘ戻って繰り返す 

      セーニョで繰り返す部分の終わり 

      コーダ記号 

      平行進行 

      同型反復：パターンの連続 

 

９－４７ 

  元となる楽句から、ある程度離れたセクションを繰り返すのに有効な他の

方法は、点字のセーニョである。音楽を分析して、あたかも墨字にセーニョ記

号が記されているかのように扱う。 A、B、Cのような文字のついた点字のセー

ニョ記号は、繰り返される楽句の始めに置かれる。これらの文字は、曲中での 

第 1、第 2、第３等のセーニョの位置を表している。繰り返される楽句の終わり

は 1・6の点  で示され、その後は１マス空ける。 
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９－４８ 

  繰り返す場所で、（適切な文字を付けて） の記号が使われる。時には、

この記号の後に、繰り返される小節数を示す数字がマス空けなしで、続けられ

る事もある。 

 

９－４９ 

  セーニョ付きの楽句の次に来る音符には音列記号が必要であり、すべての

連続は、記し直されなければならない。 

  

例９－４９ 

            

        

       

       

       

      

 

 

 

 

４４４４．．．．平行進行平行進行平行進行平行進行    

 

９－５０ 

  鍵盤音楽で、両手が１オクターブ、あるいは数オクターブ離れて平行に動

く場合、第２のパートは、音符の代わりに８度の音程記号を記すことによって、

省略することが出来る。（両手が１オクターブ以上離れている場合には、それに

応じた音列記号を付ける） 

この方法は、スコアの中で一つのパートが他のパートと平行に動いている場合

にも使われる。 
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 例９－５０ 

         

   

   

 

  上記点訳の意味： 

         

   

   

      

 

９－５１ 

  平行進行が３小節以上にわたる場合には、８度の音程記号の次にマス空け

なしで、数符を付けてその楽句の小節数を記す。 

 例９－５１ 
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５５５５．．．．同型反復同型反復同型反復同型反復のののの省略省略省略省略    

９－５２ 

  テクニックの練習曲の中で、メロディが一定の形で何回も繰り返される場

合、点字においては 3・6の点  を使うことで、その楽句を省略する事が出来

る。省略しようとする形を１回か２回記す。それに続く同型のものは最初の音

のみを記し、その後にこの記号を付ける。 

  例９－５２ 

    

 

  上記点訳の意味： 

    

     
 

 

９－５３ 

  この繰り返しには、指使いや臨時記号等の変更が絶対にあってはならない。 

これは通常、テクニックの練習曲にのみ限定され、正しい演奏がなされる事が

絶対にはっきりしている場合にのみ、使われるべきである。 

 

 

Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．オッシアオッシアオッシアオッシア（（（（別形別形別形別形））））    

表９Dの記号 

           小節を別の形で記す（前後に記号をつける） 

        ２小節（又は他の小節数）の別形 

        第２（又は他の数）の別形 

     小節数の付いた番号付き別形 (例えば３小節ある別形１） 

   

９－５４ 

  墨字に別形の楽句が記されている場合、点字ページの脚注として記すこと

も出来るし、（とても短い楽句の場合には）小節の中に部分け記号を使って入れ

る事も出来る。 

 

９－５５ 

  別形の記号は、特に長い楽句に用いられる。別形記号  は、マス空け、 

あるいは（何番目の別形かという）番号の後に記され、記号の後ろにその別形

の小節数が記される。別形記号と楽譜の間はマス空けしない。それぞれの別形

の始めの音には、音列記号が必要である。各別形の終わりには、マス空けなし

で別形記号  を記す。この別形の後の最初の音には、音列記号が必要である。 
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 例９－５５ 

            

    

    

    

  

 
 

９－５６ 

  ２つ以上の別形がある場合には、番号をつけて別形記号の前に記す。 

一つの楽句に３つの別形がある場合、次のような記号をそれぞれ前に付ける。 

例９－５６ 

     

 

９－５７ 

  例９－５７では、同じ音に対して４組の指使いで練習するようになってい

る。もとの形に３つの番号をつけた別形が加えられ、それぞれが２小節の長さ

である。 

 例９－５７ 

     

    

    

    

     

 

９－５８ 

  もし別形や変奏が墨字で小さく記されている場合には、小音符記号 

（表１）を使わなければならない。 


